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「会社には申告しない残業についても管理する
責任があり」　「会社には労働者の労働時間を
適正に把握する責務がある」　「労働時間の管
理をしていない場合には36協定違反や労働
基準法違反などのリスクが高くなる」
以上のことから労働者の労働日ごとの始業、
終業時刻をタイムレコーダーやPCのログデー
タなど客観的な記録を基礎として、労働者か
ら申告された時間との【乖離】がないかを
チェックする体制を構築しましょう。

※平成29年度の都道府県ごとの健康保険料率は、支部別にご確認下さい。

従業員から申告のない残業は会社側に把握義務があるのか

協会けんぽの保険料率がH29年3月分 (4月納付分 )より
　　　　　　　　　　　　　　　　　　変更になります。
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